
こんなお悩みありませんか？ 

 

・退院した後の生活が不安。家でリハビリを続けたい。 

・歩けなくなった、食事でむせる、どうすればいいんだろう。 

・通所サービスには抵抗がある。体力に自信がない。 

・安全で負担が少ない介助方法を知りたい！   等々

（事業所番号：0353180003)        2020年 10月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住み慣れた地域で“自分らしく”生活できるように私たちがお手伝いします！ 

リハビリ専門職（理学療法士・作業療法士）が利用者様やご家族様の思いに寄り添い 

“出来ること、やりたいこと”を増やすため、在宅でのリハビリを行います。 

 

 

 

 

💙訪問日時：月～金曜日 

（年末年始は除き、祝祭日は行います。） 

💙訪問日時：9：30～16：30 

⇒1回 40分の提供を基本とし、 

ご相談により回数・曜日・時間帯を 

調整します。 

【問い合わせ窓口】 

介護老人保健施設ユートピア白滝 

訪問リハビリテーション（担当：川代） 

 

☎ ：0194-67-5161 

FAX：0194-67-5164 

 

訪問リハビリがお手伝いします！ 

訪問リハビリテーションができる事 

筋力低下の予防と 

痛みの軽減 

日常生活動作の 

アドバイス 

食事動作の確認と 

飲み込みへの 

アドバイス 

 

買い物やお出かけ等の 

外出の練習 

住宅改修や福祉用具

のアドバイス 

ご家族への介助方法

のアドバイス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※下記は 1回の訪問時間 40分を基本とし、1割負担の場合の料金を表示。 

 介護保険（要支援・要介護） 

時間 40分／1回 

回数 週 1～3回（週 120分まで） 

ケアプランに基づき回数を決定します。 

料金 ①訪問リハビリテーション費         584円／1回 

②リハビリマネジメント加算Ⅰ        230円／1 ヶ月 

     ⇒1 ヶ月の基本料金は（①×利用回数）＋② 

③短期集中リハビリテーション実施加算  200円／1回 

（退院・退所・認定日より 3 ヶ月以内） 

④診療情報提供書：250円 

⑤その他費用あり。また距離数に応じて別途交通費を頂きます。 

条件 3 ヶ月毎に  ①主治医と当事業所の医師の受診 

②主治医からの診療情報提供書      が必要です。 

 

ご利用料金について 

 

①ご担当ケアマネージャーに希望を伝えて相談する 

②当事業所（訪問リハビリ）に相談・依頼 

③主治医を受診し「診療情報提供書」を作成して頂く 

④当事業所の医師を受診し、訪問リハビリの指示を出す 

⑤サービス担当者会議 ⇒ 訪問リハビリのご説明と契約 

⑥訪問リハビリテーションの開始（リハビリ計画書を作成） 

⑦継続の場合、3か月ごとに③・④を繰り返す 

 

①介護保険の要支援（1・2）または要介護（1~5）に認定され、主治医から訪問リハビリが必要と認められた方 

②退院・退所が決まり自宅に戻ったが、引き続き自宅でリハビリを続けたい方 

③退院し自宅に戻ったが、すぐに通所サービスを利用する体力がないので、まずは自宅内でリハビリをしたい方 

④通所サービスを休みがちになり、自宅から外出する事が億劫になってきた方 等 

訪問リハビリテーションの対象者について 

 

 


